
日本薬剤師会

調節jをしていて疑問に思ったこと，医師または患者から質問されて困ったこと，医師に疑義照会したがいまひとつ納得できな

いこと，ありませんか? 笛さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

ご質問をお寄せください。なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。電話やFAXによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は採用されないこともありますので，ご了承ください。

Q 外来服薬支援料について質問です ある保険

医療機関で交付された処方せんの調剤で，最

初は飲み忘れも心配ないとのととだったのでー包化は行

わずにヒートシールのまま交付しましたが，数日後，介

護者からの情報で飲み残しが多くあることが判明したた

め，その調剤済みの薬剤とともに一緒に服用しているほ

かの薬局で調剤された薬剤も持参してもらい，併せて一

包化を行いました。 このような場合，外来服薬支援料を

算定するととは可能でしょうか。

また，それ以降の処方せんにー包化の指示はありませ

んが，引き続き飲み忘れや飲み残しがあるためにその後も

同じように服薬支援を行った場合には，繰り返して外来

服薬支援料を算定することは問題ないのでしょうか。(匡

名希望)

A 最初のー包化(服薬支援)については外来月眠薬

支援料を算定できますが，それ以後の服薬支

援について繰り返し算定することは問題があるでしょう 。

外来服薬支援料は，自己による服薬管理が困難な外来

患者またはその家族などの求めに応じて，当該患者のた

めに服薬rl:Jの薬剤をー包化や服薬カレンダーの活用など

表 外来服薬支援料の算定について

により整理し， 日々の服薬管理が容易になるよう支援し

たことを評価するもので. r服薬支援l阿につき j算定し

ます。

算定回数の制限 (上限)は特段設けられていませんの

で，基本的には実施した回数分だけ算定できるものと考

えられますが，とはいえ，全く無制限に何回算定しでも

かまわないというわけで、はありません。例えば，同点数

が設けられた際に厚生労働省から示された疑義解釈資料

(Q&A)では，院内投薬された薬剤について何回も繰り 返

して外来服薬支援料を算定するような事例は認められな

いと説明しています (表)。

今回のご質問のケースのうち，前段音15分(初回の服薬

支援)については外来服薬支援料を算定でき ますが，後

段部分については，厚生労働省による疑義解釈の考え方

と同じように，何回も繰り返して外来服薬支援科を算定

することは適切でないと考えます。 もし服薬支援の実施

後も引き続き飲み残しゃ飲み忘れが認められるようであ

れば，本来，薬剤師は処方医へ疑義照会を行い， 一包化

が必要な患者であることを伝えたうえで，処方せんにー

包化の指示を得るよう対応すべきではないで、しょうか。

したがって，ご質問の後段部分については，外来服薬

(1日Jll)院内投薬された薬剤を持参した忠者に対して • u眠薬支援の必要性を処方医に
件'認の1::.一包化等を行い.外米)J匝薬支援料を算定した場合において，その後も
引き続きー包化が行われずに院内投薬が行われたため.繰り返し当該薬局で外来
日民薬支援を実施したような場合.毎回 外来服薬支援料を算定してよいか。
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(答) 質問の例においては.本来.版業支援の必袋性を認議している処方l云が白院
で薬剤のー包化をするか又は，処万せんにより薬).uでのー包化を指示すべきも
のであると考えられるため，繰り返し外来服薬支援科を算定することはできない。
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支援料を算定するのではなく 処方医への疑義照会を行っ

たうえでー包化加算を算定すべきケースであると考えま

す。

Q 禁煙治療のための薬剤については，処方せん

の備考欄に 「ニコチン依存症管理料の算定に伴

う処方である」と記載されるととになっていますが，調

剤レセブトについても何か記載が必要なのでしょうかコ

(匿名希望)

A 特段 コメントの記載同められていません

禁煙補助のための薬剤である「ニコチネルTTSJ

や「チャンピックス錠jを保険処方せんにより投薬する場

合には，医師が処方せんの「備考」欄に「ニコチン依存症

管理料の算定に伴う処方である」と記載することになっ

ています。

また，診療報酬明細書(医科レセプト)の作成にあたっ

ては，ニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を行っ

ている忠在が何らかの理由により入院治療を要すること

になった場合の取り扱いとして. 1商事2:欄に「外来におい

てニコチン依存症管理料を算定する患者に対し禁煙治

療を継続するために処方した」と記II食することになって

います。

しかし禁煙補助剤を調剤した際の調剤報酬明細書(調

剤レセプト)については. r摘要」槻!などに何らかのコメ

ントを記載することは求められていませんし レセプト

の記載要領通知(厚生労働省保険局医療謀)にも，処方

せんに記載された「ニコチン依存症管理料の算定に伴う

処方である」旨を転記するよう求めている箇所は見当た

らないことから，特にコメントは不要であると理解して

います。

「調剤と情報j2013年5月号訂正

『調剤と情報j2013年5月一号「処方・調剤 ・保険請求のQ&AJにおきまして，以下の誤りがございました。
ここに訂正させていただきますとともに.深くお詫びrtし上げます。

-・錠J'ilJ(普通錠)であるレンドルミン錠0.25mg(先発医薬品)や

ブロチゾラム錠0.25mgi(メーカー名)J…

質問の募集
謁剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者に聞かれて困ったこと，医師に疑義

照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか? 皆さんの疑

問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集J要項

1.質問の範悶

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

たとえば，処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実例や疑
義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる実例で，専門家

の意見が知りたい，という場合など。
②保険調剤 ・調弗l報酬などに関する質問

たとえば，どのようなケースが調剤矩否に該当するのか? 請求
もれがあった場合の対応は?という質問など。
③調J'ilJ技術などに関する質問

たとえば.A散とB末を配合しでもよいか? また. c錠を粉砕

してよいか? という調剤技術上の質問など。

2 質問は文書で日本薬剤師会 r1¥凋郊lと情報j係まで，ご連絡くだ

さい。

3 誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内容をお開

きしないと阿答できないこともありますので，住所，氏名，電

話番号を必ず明記ください。

4 質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委貝会で決めさせて
いただきます。

5. 質問ならびに回答は無料です。

6 質問が採用された方には， じほうから図書カードが贈呈され
ます。

ただし，本コーナ への質問はあくまでも 『調剤と情報』誌への掲載を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答えできません。ご了承
ください。また， 回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。
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